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開発成果が相手方に帰属する場合は開発委託 

～既存技術は守った上で、適正な対価を 

■ もっぱら当社の技術を用いた開発であったが、共同開発を前提とした契

約を締結した結果、成果は共有となったが、十分な対価を得られないまま、

相手方が共有成果を活用した事業化を進めてしまった。

■ 既存技術と受託開発の成果の区別があいまいであったため、既存技術

についても自由に実施することを要求され、第三者への開示・供与を禁

止されてしまった。

高い技術力を有しており、受託開発型のビジネスを志向される中小企業も少なくありません。その

場合、受託開発の成果については委託者に帰属させ、委託者の側で事業実施をすることが念頭

にある場合が一般的ですが、成果を共有とすることを前提とした契約を結んでしまったり、そもそも

十分内容を検討した上で契約書を締結することなく開発を請け負ってしまったりすることで、見合っ

た対価を得られなかったという事例もあります。また、既に保有している技術については、複数の

取引先からの受託開発に活用することを前提にしていると思いますが、契約上その旨について明

確にしなかったために、将来の利用の幅を制限されてしまうといったこともあります。 

■ もっぱら自社が保有する技術・ノウハウのみを用いて開発を実施

■ 受託開発に必要な対価を得られることを前提として、受託開発の成果は

相手方に帰属させ、相手方において事業化を行う（自社では事業化しない）

相手方も技術・ノウハウを供出する場合で、成果についても原則として共有とすることを念頭にお

いた開発を行う場合には共同開発契約が馴染みます。しかし、自社が保有する技術・ノウハウの

みを用いて開発を実施し、その対価を得ようとする場合（受託開発型のビジネスを志向する場合）

には開発委託契約の締結を検討します。また、複数の委託者に対して汎用的に活用する自社の

既存技術についての知財戦略（特許権等の権利取得、営業秘密として管理すべき秘密情報の特

定と実際の管理を含む）については、将来の利用の幅を確保する観点から、事前に専門家等にも

助言を得る等して、明確にしておくことが望ましいと言えます。 








